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令和７年第２回長与町議会定例会 

議事日程（第４号） 

 

 令和７年６月６日（金） 

午前９時３０分 開議 

日程 議案番号 件        名 備 考 

１ ３４ 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 ※総務 

２ ３５ 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 
※総務 

３ ３６ 長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 ※総務 

４ ３７ 長与町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 ※総務 

５ ３８ 
長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 
※総務 

６ ３９ 長与町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 ※総務 

７ ４０ 財産の取得について  

８ ４１ 高田小学校法面対策工事請負契約の締結について  

９ ４２ 古園地区急傾斜地崩壊対策工事請負契約の締結について  

１０ ４３ 町道路線の廃止について ※産業 

１１ ４４ 町道路線の認定について ※産業 

１２ ４５ 令和７年度長与町一般会計補正予算（第１号） 
※総務 

※産業 

    

    

    

    

    

    

    

    

※付託予定の委員会 

 



○議長（安藤克彦議員） 

皆さんおはようございます。ただ今から本日の会議を開きます。 

日程第１、議案第３４号附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を議題と

します。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第３４号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第２、議案第３５号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第３５号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第３、議案第３６号長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第３６号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第４、議案第３７号長与町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第３７号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第５、議案第３８号長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第３８号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第６、議案第３９号長与町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を議題

とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第３９号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第７、議案第４０号財産の取得についてから、日程第９、議案第４２号古園地区

急傾斜地崩壊対策工事請負契約の締結についてを議題とします。 

これから質疑を行います。まず、議案第４０号について質疑を行います。質疑はあり

ませんか。 



６番、松林議員。 

○６番（松林敏議員） 

何点か質問させていただきます。納入期限にちょっと余裕があると思われますが、例

えば１学期中とか夏休み中とかに物が納入されても、新しい端末の使用は令和８年度か

らとなるからこうされてるのかという点と、あとApple社のiPadについては過去にモデル

チェンジ以外のタイミングでも価格の改定が行われたことがありまして、今年は特に関

税の影響で値上げの心配がなされている状況であると思ってるんですけども、これ途中

でApple社のiPadの価格が値上げされた場合でもこの金額は変更されないのかどうか。そ

の点ともう一つ、入札が一般競争入札と、２社が入札されたということだと思うんです

けども、入札の周知がどのようなものだったのかお教えください。 

○議長（安藤克彦議員） 

荒木教育次長。 

○教育次長（荒木隆君） 

はい、まず１点目の納期限ですけれども、一応この期限までには納入をしていただく

ようにしております。で、その納期いかんに問わず、活用は令和８年度からというふう

になっております。それからiPadの価格改定ですね、もうこれが契約額でございますの

で、値上げには関係なくこの価格でございます。それと一般競争入札の周知の方法です

が、入札の公告を本年４月１５日に行いまして、ホームページ等での公開、入札が５月

１２日の実施ということになっております。 

○議長（安藤克彦議員） 

松林議員。 

○６番（松林敏議員） 

入札の周知が、やっぱり長与町と取引がある通信機器の業者とか何社かあったと思う

んですけど、そういったところにもホームページだけの周知だけじゃなくて連絡したり

とかそういうのはなかったのかどうかをお教えください。 

○議長（安藤克彦議員） 

久原教育総務課長。 

○教育総務課長（久原和彦君） 

あくまでこれは一般競争入札ということで、ホームページ、そして告示場による掲示

をもって入札の参加者を募るということになっております。仮に特定の業者に入札案件

のことをお伝えするとなれば、それ以外の業者にとっては不利益となりますので、その

ようなことは厳に慎むべきことだと思います。 

○議長（安藤克彦議員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に議案第４１号について質疑を行います。質疑はありませんか。 



１４番、竹中議員。 

○１４番（竹中悟議員） 

今回の入札につきまして、予定価格、それとあと最低制限価格、それから町内業者は

何社ぐらい入れてるのか、それについてのお尋ねをします。 

○議長（安藤克彦議員） 

永野契約管財課長。 

○契約管財課長（永野英明君） 

消費税込みでお答えいたします。予定価格が５,９１１万７００円、最低制限価格が５,

３６５万４,７００円でございます。それから町内業者でございますが、１５社中７社が

町内業者でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

他に質疑はありませんか。 

１０番、安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

高田小学校のり面工事の件ですね、これは約６カ月の工事期間だと思うんですが、こ

れは何月から始まり、そしてまた多分冬過ぎぐらいまであると思うんですが、子どもた

ちの登下校の安全性に関してもどのようにお考えになっているのか。そしてまた、夏休

み中にかかりますけれども、その辺り子どもたちの安全性というところでどのような配

慮をなされているのかお聞かせください。 

○議長（安藤克彦議員） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（久原和彦君） 

当然安全配慮っていうのは業者含め我々もしていきたいと思いますが、具体的には、

今、設計上は切取防護柵というのを設けまして安全対策を行う。そして施工中は３名の

交通誘導員の配置というのを考えておりまして、その方向で安全対策を取ってまいりた

いと思います。当然学校とも連携をしながら、児童生徒へのソフト面での周知等も含め

徹底してやってまいりたいと思います。 

○議長（安藤克彦議員） 

他に質疑はありませんか。 

５番、八木議員。 

○５番（八木亮三議員） 

今の同僚議員の質疑とちょっと重なるんですが、契約書に工期が入ってないですよね。

期間は２１０日間とありますけれども、これは大体いつからいつまでっていうのは一定

想定されてるんでしょうか。もしご説明あったとこでしたら申し訳ないんですが。それ

から今安全には配慮するということでしたが、図面を見ると工事の下の所が通学路だと

思うんですが、ここを通行止めにするのか、今おっしゃった誘導員などで通行止めには



しないで工事されるのか、ちょっとその説明をお願いします。 

○議長（安藤克彦議員） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（久原和彦君） 

工期の設定についてです。工期の設定というのは大まかに２種類ございまして、まず

入札執行時点で工事の日数を決める場合、今回２１０日間ということで設定しておりま

すが、その場合と、工事の末尾何月何日限りっていうような表現をする場合と２種類あ

ろうかと思います。今回の案件に関しましては何日間ということで、入札の執行をして

おりますので、今回この議決を頂いた日以降が契約日になって、当然それ以降が工期の

始まりということになって未確定でございますので、今現時点では空欄としているとこ

ろでございます。安全対策ですが、実際切取防護柵の設置と撤去の時には当然全面通行

止めになろうかと思いますが、施工期間中は全面通行止めではなく、車に関しては片側

の交互通行になろうかと思いますが、歩行者については安全を確保しながら通行が可能

ということにしたいと思います。当然登下校の時間は施工を中止するなど、そのような

安全対策も絡めてやってまいりたいと思います。 

○議長（安藤克彦議員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第４２号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

１４番、竹中議員。 

○１４番（竹中悟議員） 

これもいずれにしても先ほどの質問と一緒ですけど、最低制限価格、予定価格、それ

から町内のですね、何社入っているのか。それともう一つは、これはもう５,０００万円

以上ですからＡランクということで理解をしてるんですけど、長与町の場合はなかなか

Ａランクという方がいらっしゃらない。それと町内業者の定義ですね、要はですね。長

崎の場合は、私一昨日質問しましたけど、本社が長崎にないと入れないということでや

ってるんですけど、長与町はどのような形やっておられるのか、参考までに教えてくだ

さい。 

○議長（安藤克彦議員） 

契約管財課長。 

○契約管財課長（永野英明君） 

こちらも予定価格と最低制限は税込みで申し上げます。予定価格が１億９万３,４００

円、最低制限価格が９,０８９万３,０００円でございます。それから、こちらの方も１

８社中７社が町内業者、他の１１社は町外の長崎市内に本社がある業者でございます。

それから、こちらは全てＡランクとなっております。金額的にＡランクとなっておりま

す。あと町内の事業所の町内支店、町内本店の定義ですが、支店等につきましては、事



務所があるとか、そこに建物があるとか、そういったことを定義としております。あと

固定資産ですね、完納証明書をつけていただいておりますので、それでも一応確認をし

ております。あと、本当にあるのかどうかとか、疑わしい場合っていいますか、不明な

場合は、電話等で確認をさせていただいております。 

○議長（安藤克彦議員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただ今議題となっています議案第４０号から議案第４２号までの３件

は、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、議案第４０号から議案第４２号までの３件は、委員会

付託を省略することに決定しました。 

これから議案第４０号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第７、議案第４０号財産の取得についてを採決します。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第４１号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第８、議案第４１号高田小学校法面対策工事請負契約の締結について

を採決します。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第４２号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第９、議案第４２号古園地区急傾斜地崩壊対策工事請負契約の締結につ

いてを採決します。 



本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１０、議案第４３号町道路線の廃止についてを議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第４３号は産業文教常任委員会に付託します。 

日程第１１、議案第４４号町道路線の認定についてを議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第４４号は産業文教常任委員会に付託します。 

日程第１２、議案第４５号令和７年度長与町一般会計補正予算（第１号）を議題とし

ます。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

８番、浦川議員。 

○８番（浦川圭一議員） 

４ページの債務負担行為、補正についてでございますが、２件それぞれ令和８年度に

１億円と６,０００万円ということで計上がされておりますけども、それぞれの予定の工

期等が大体いつぐらいからいつぐらいまでやることでお示し願いたいと思いますが。 

○議長（安藤克彦議員） 

藤﨑土木管理課長。 

○土木管理課長（藤﨑隆行君） 

４ページの債務負担行為の補正でございます。まず上段の西高田線の街路整備事業の

１億円でございますが、まず工事が１本ございまして、こちらが今年の９月から来年の

５月ぐらいの工期を予定をしております。あと補償の契約もございまして、こちらが今

年の６月か７月に契約をいたしまして、最後の、補償の契約でございますので移転があ

って、解体がございますが、その解体が来年の１２月ぐらいを予定をしております。そ

れから、その下段の公園施設長寿命化対策工事、こちらは中尾城公園の遊具の更新でご

ざいますが、こちらについては今後ですね、今から設計を始めまして入札ということに

なるんですけれども、工期が大体１年ぐらいかなということで考えておりますので、９

月に発注したら来年の８月とか９月とかということで想定をしております。 

○議長（安藤克彦議員） 

浦川議員。 

○８番（浦川圭一議員） 

今、中尾城公園の公園施設長寿命化対策工事ということで、今回７年度工事の中で、

補正でたまたまかもしれませんけど６,０００万円減額をされておるんですが、７年度で



減額をされて、８年度で債務負担で６,０００万円上げられてるということで、７年度に

発注をして来年の８月ぐらいまでかかるということの説明だったと思うんですが、７年

度分の発注するお金あるんですかね。６,０００万円減額をされてますよね。そこはある

んですよね。ちょっと答弁願います。 

○議長（安藤克彦議員） 

土木管理課長。 

○土木管理課長（藤﨑隆行君） 

もともと令和７年度の中尾城公園の整備工事なんですけれども、２億円ほどの予算が

ございまして、もともとは令和７年度１年間で工期を予定しておったんですけれども、

こちらの遊具の製作に想定以上の時間がかかるということがありましたので、今年度と

来年度と２カ年の工事ということにしております。ですので、今年度の６,０００万円を

減額した分が来年度の工事に回っているという形になっております。 

○議長（安藤克彦議員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第４５号は、総務厚生常任委員会および産業文教常任

委員会に分割付託します。 

お諮りします。ただ今各常任委員会に付託しました議案第３４号から議案第３９号、

議案第４３号から議案第４５号までの９件は、会議規則第４６条第１項の規定によって

６月１２日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、議案第３４号から議案第３９号、議案第４３号から議

案第４５号までの９件は、６月１２日までに審査を終了するよう期限を付けることに決

定しました。各常任委員長は、審査の結果を６月１２日までに議長に報告願います。 

以上で本日の日程は全て終了しました。明日以降、委員会審査のため本会議を休会し、

６月１３日定刻より本会議を開きます。 

本日はこれで散会します。お疲れさまでした。 

（散会 ９時５３分） 


